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第４章 学校施設整備方針 

 

 １ 学校施設の目指すべき姿 

 本市で策定した「第 2 次狭山市教育振興基本計画」における基本目標のひとつとして、「質

が高く魅力ある教育環境の充実」が定められています。その実現のため、学校施設の実態や課

題を踏まえ、本計画において、これから学校施設が目指すべき姿として、次の項目を考慮した

学校施設整備の方針を定めます。 

 

 (1) 確かな学力の育成 

子供たちが主体的、創造的に生き抜いていくためには、児童・生徒一人ひとりに基礎的・

基本的な知識や技能の習得と、それらを活用していくために必要な思考力、判断力、行動力

等が求められます。 

 一人ひとりの児童・生徒が基礎的な知識・技能を身に付け、「わかる喜び」、「学ぶ楽し

さ」を実感できるよう、少人数指導などによる個に応じた効果的な指導の充実に取り組みま

す。 

 

 (2) 学校施設の充実 

 児童・生徒が安全で快適に学校生活を送ることができるように教育環境を充実させる必

要があります。 

また、学校 ICT の環境整備を図るとともに、情報ネットワークや教材ソフトなどを充実

させて、ICT を活用した授業を行っていく必要があります。 

そこで、学校施設につきましては、長寿命化を図るための改修工事を計画的に行います。 

 

 (3) 地域に開かれた学校づくりの推進 

 社会が大きく変化する中で、学校における教育活動は多岐にわたり、また、障害のある児

童・生徒や外国人児童・生徒等への対応や貧困等に起因する学力課題の解消など、学校が直

面する課題も様々です。また、児童・生徒の教育環境を充実させるためには、地域の住民等

の協力を得ることが重要です。そのためには、教育に対する市民の関心と理解を一層深め、

学校・家庭・地域の住民や企業・ＮＰＯなどが目標を共有し、社会全体で教育に取り組む必

要があります。 
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 ２ 学校施設整備方針 

 「総合管理計画」の施設類型別の具体的な実施方針では、以下の 3 つが掲げられています。 

� 「狭山市立小・中学校の規模と配置の適正化に関する基本方針」に基づいて、学校

の統廃合を進めます。 

� 将来も統廃合の予定が無く、かつ、老朽化の著しい小・中学校から順に、児童・生

徒数に合わせた規模を見据え、地域の拠点施設としての活用も視野に入れた大規模

改修または建替えを行います。 

� 廃止した学校の建物は除却します。 

 これらを踏まえ、今後の学校施設整備は、次の４つの方針に基づき、具体的な取り組みを推

進します。 

 

  (1) 建替え／長寿命化改修の併用による効率的な施設整備 

 本市の学校施設は、整備時期が集中しているため、一斉に更新時期を迎えます。限られ

た財政状況で、効率的に施設整備を実施するため、建物の目標使用年数を 80 年と設定

し、下図のような長寿命化改修を行います。ただし、旧耐震基準で建てられた校舎の内、

より基準の古い 1971(昭和 46)年以前に建てられたものは築後 80 年までの残りの使用

年数が短く、費用対効果が見込めないことが予想されるため、長寿命化せず建替えで対応

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 長寿命化型 

のイメージ 年20 8040 60建築

故障や不具合に
対する部分的な対応

（事後保全）
建替え

40～50年間

70～80年間

（建物を良い状態に保ち、躯体の耐用年数まで使う）

（機能・性能の劣化に殆ど対応しないため、使い勝手が悪くなって解体してしまう）

従
来
の
イ
メ
ー
ジ

今
後
の
イ
メ
ー
ジ

年
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築20年目
中規模修繕

• 防水改修
• 外壁改修
• 給排水ポンプ交換
• 空調機器交換 等

築40年目
長寿命化改修

• 防水改修（断熱化等含む）
• 外壁改修（断熱化等含む）
• 開口部改修
• 内部改修（用途変更含む）
• 受変電設備改修
• 照明設備改修
• 通信・防災設備改修
• 給排水衛生設備改修
• 空調設備改修 等

築60年目
中規模修繕

• 防水改修
• 外壁改修
• 給排水ポンプ交換
• 空調機器交換 等

経年による機能・性能の劣化

経年による機能・性能の劣化

参考：工事内容

躯体の健全性評価
（長寿命化判定）向上

劣化

機能回復
（中規模修繕）

機能向上
（長寿命化改修）

機能回復
（中規模修繕）

建替え

躯体の健全性評価

（健全あればさらに長く活用）
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  (2) 新たな学習形態への対応等教育環境の充実（バリアフリー化、多目的教室の整備等） 

 建替えや長寿命化改修時には、グループワークや調べ学習などアクティブ・ラーニング等

の手法に対応した教育環境の整備や、少人数指導などによる個に応じた学習指導の充実の

ための整備など、新学習指導要領へ対応します。 

また、エレベーターの設置や段差のある所でのスロープの設置等のバリアフリー化など

インクルーシブ教育への対応を進め、教育環境の向上を目指します。 

 

  (3) 公民館機能、子育て支援機能等との複合化による地域の拠点化 

 今後、校舎の建替えや長寿命化改修時には、「総合管理計画」で示されている地域の拠点施

設としての活用も視野に入れ、公民館機能や子育て関連機能等との複合化・共用化について

検討します。複合化及び共用化するにあたっては、セキュリティや明確な動線の区分など、

学校側の負担にならない管理・運営に配慮します。 

 

  (4) 規模と配置の適正化と即した学校施設整備 

 児童・生徒数の予測なども含めて地域の実情に応じた学校施設のあり方を明確化します。 

例えば、すでに余裕教室のある学校では、多目的室や少人数教室の設置など学校としての

活用のほかに、余裕教室を他用途へ転用したり、あるいは減築を実施するなど、学校にあっ

た対策を実施します。 

 また、小規模校化が進行する学校について、将来的には適正規模・適正配置による隣接校

との集約化（統合）や小中一貫教育（義務教育学校の設置）など、学校規模や教育環境の適

正化に向けた検討を優先的に進め、規模と配置の適正化に即した効率的な施設整備を行い

ます。なお、適正化基本方針では、まず小学校の方向性として、入曽地区と水富地区の小規

模校についての具体化から取り組みます。 
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 ３ 施設整備の水準 

 学校の施設整備にあたっては、設定した改修メニューから算出した改修費用と市の財源を勘

案した上で、改修内容を設定します。外部については屋上防水・外壁の改修などを行います。   

内部については全体的な改修や給排水設備の更新も実施します。また、断熱化やＬＥＤ照明

など省エネルギー化、エレベーターやスロープの設置等などバリアフリー化を進め、学習環境

の向上を図ります。 

なお、施設整備内容は下図のとおり、Ⅰ～Ⅴの改修方式に分けて設定します。 

 

図表 今後の整備レベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記のコスト目安は、総合管理計画の設定単価を基準とし、単価上昇分を加味して設定したものです。ただし、空調設

備工事のコストは 1校あたり平均 3億 2,500 万円別途加えることになります。 


